
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

七
六

第
７
９
号
様
式
（
第
８
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

七
七

第
八
十
号
様
式
中
「
第
８
０
号
様
式
」
を
「
第
８
０
号
様
式
（
第
６
６
条
関
係
）」
に
、「
山
梨
県

出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
号
様
式
中
「
第
８
２
号
様
式
」
を
「
第
８
２
号
様
式
（
第
９
９
条
関
係
）」
に
、「
山
梨

県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
号
様
式
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
、「
係
」
を
「
担
　
　
　
当
」
に
改
め
る

。
第
九
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山 梨 県 公 報 号 外 　 　 第 二 十 三 号 　 　 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 七 八

第９４号様式（第１５２条関係） 

第１１１号様式（第１７０条関係） 

第



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

七
九

第
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
１
号
様
式
（
第
１
７
０
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
〇

第
百
十
二
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
号
様
式
及
び
第
百
十
五
号
様
式
中
「
Ｂ
４
横
片
」
を
削
る
。

第
百
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
１
１
７
号
様
式
　
削
除

第
百
十
九
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
八
号
様
式
の
二
及
び
第
百
二
十
八
号
様
式
の
三
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に

改め
る
。

第
百
二
十
九
号
様
式
か
ら
第
百
三
十
一
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
一

第
１
２
９
号
様
式
（
第
１
８
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
二

第
１
３
０
号
様
式
の
１
（
第
１
８
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
三

第
１
３
０
号
様
式
の
２
（
第
１
８
９
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
四

第
１
３
１
号
様
式
（
第
１
９
１
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
五

第
百
三
十
三
号
様
式
の
三
及
び
第
百
三
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第１３３号様式の３（第１９７条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
六

第
１
３
４
号
様
式
（
第
１
９
８
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
七

第
百
三
十
四
号
様
式
の
二
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
出
納
員
」
を

「
出
納
員
、
税
務
出
納
員
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
号
様
式
の
四
及
び
第
百
三
十
五
号
様
式
中
「
Ｂ
４
横
片
」
を
削
る
。

第
百
三
十
九
号
様
式
の
二
中
「
納
入
通
知
書
番
号
」
を
「
納
入
通
知
番
号
」
に
改
め
、「
山
梨
中
央

銀
行
」
を
削
り
、「
出
　
　
納
　
　
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
六
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
支
　
払
　
年
　
月

日
」
を
「
支
　
　
　
払
　
　
　
日
」
に
、「
支
払
通
知
書
番
号
」
を
「
支
払
通
知
番
号
」
に
、「
債

権
　
者
　
住
　
所
　
氏
　
名
」
を
「
債
権
者
住
所
・
氏
名
又
は
法
人
名
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
山
梨
県
指
定
金
融

機
関
」
を
「
山
梨
県
指
定
（
指
定
代
理
）
金
融
機
関
」
に
改
め
、「
山
梨
中
央
銀
行
」
を
削
る
。

第
百
五
十
号
様
式
中
「
山
梨
県
出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
、「
山
梨
中
央
銀
行
本
店

」
を
「
本
店
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
一
号
様
式
か
ら
第
百
五
十
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
及
び
第
百
七
十
五
号
様
式
中
「
山
梨

県出
納
長
」
を
「
山
梨
県
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
号
様
式
中
「
Ｂ
４
横
片
」
を
削
る
。

第
百
八
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
八

第
１
８
１
号
様
式
（
第
２
５
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

八
九

第
百
八
十
二
号
様
式
中
「
未
　
収
　
額
」
を
「
収
入
未
済
額
」
に
改
め
、「
Ｂ
４
横
片
」
を
削
る
。

第
百
八
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
〇

第
１
８
５
号
様
式
（
第
２
５
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
一

「
山
梨
県
会
計
管
理
者
　
殿

「
山
梨
県
出
納
長

第
百
八
十
八
号
様
式
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
（
出
納
員
）

に
、「
支

（
出
納
員
）

殿
」

（
税
務
出
納
員
）

」

払
通
知
（
書
）
番
号
」
を
「
支
払
通
知
番
号
」
に
、「
未
払
い
」
を
「
未
払
」
に
改
め
る
。

「
山
梨
県
会
計
管
理

「
山
梨
県
出
納
長
　
　

第
百
八
十
九
号
様
式
中
「
山
梨
中
央
銀
行
」
を
削
り
、

を
　
（
出
納
員
）

（
出
納
員
）」

（
税
務
出
納
員
）

者
に
、「
支
払
通
知
（
書
）
番
号
」
を
「
支
払
通
知
番
号
」
に
改
め
る
。

」第
百
九
十
号
様
式
か
ら
第
百
九
十
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
二

第１９０号様式（第２７２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
三

第
１
９
１
号
様
式
（
第
２
７
３
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
四

第
１
９
２
号
様
式
（
第
２
７
４
条
関
係
）
 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
二
十
三
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日

九
六


